
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が

利
用
さ
れ
、
３
年
が
過
ぎ
た
。

　
　
発
行
さ
れ
た
枚
数
と
発

行
割
合
。

　
　

２
６
３
４
枚
（
２
月
１

日
現
在
）。

　

人
口
に
占
め
る
割
合
は
、

約
９
・
２
％
。

　
　
カ
ー
ド
内
の
内
容
情
報
。

　
　

公
的
な
身
分
証
明
書
と

な
る
記
載
事
項
部
分
と
公
的

個
人
認
証
に
係
る
電
子
証
明

書
の
内
容
。

　

今
後
市
町
村
の
独
自
サ
ー

ビ
ス
の
内
容
も
記
録
可
能
。

　
　
国
や
公
共
団
体
と
の
連

携
。
　
　

地
方
税
・
住
民
票
関
係

情
報
、
社
会
保
障
給
付
に
関

す
る
情
報
が
連
携
し
て
い
る
。

　
　
カ
ー
ド
の
利
用
価
値
は

今
後
ど
う
な
る
か
。

　
　

Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
の
空
き
領

域
を
利
用
し
、
将
来
的
に
は
、

自
治
体
独
自
の
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
拡
大
が
見
込
ま
れ
る
。

　
　
町
内
の
空
き
家
の
軒
数
。

　
　

空
き
家
は
、
２
１
３
軒

で
あ
る
。

　
　
所
有
者
不
明
の
空
き
家

の
軒
数
。

　
　

詳
細
な
再
調
査
を
し
て

い
る
も
の
が
、
５
軒
あ
る
。

　
　
特
定
空
き
家
の
軒
数
。

　
　

特
定
空
き
家
は
な
い
。

　
　
平
成
27
年
度
以
降
特
定

空
き
家
が
解
体
さ
れ
た
例
。

　
　

特
定
空
き
家
が
な
い
の

で
、
解
体
し
た
例
も
な
い
。

　
　
他
市
町
で
は
補
助
金
を

出
し
て
解
体
を
促
し
て
い
る

が
、
本
町
は
。

　
　

本
町
で
は
、
補
助
金
制

度
は
な
い
。

　
本
町
は
観
光
資
源
に
乏
し

い
。
　
景
観
を
よ
く
す
る
こ
と
で

観
光
と
し
て
の
魅
力
を
引
き

出
せ
る
。

　
　
雑
草
対
策
。

　
河
川
・
道
路
の
草
刈
り
。

　
　

県
の
管
理
す
る
施
設
は
、

県
が
年
１
回
の
草
刈
り
を
実

施
。

　

ま
た
、
河
川
愛
護
活
動
な

ど
地
元
に
も
協
力
を
得
て
い

る
。

　

町
の
管
理
す
る
施
設
は
、

全
て
は
行
え
な
い
が
、
幹
線

道
路
は
、
年
２
回
の
草
刈
り

を
実
施
し
て
い
る
。

　

そ
の
他
地
元
等
で
、
適
正

な
維
持
管
理
を
お
願
い
し
て

い
る
。

　
　
雑
草
対
策
。

　
公
園
の
草
刈
り
。

　
　

公
園
の
草
刈
り
も
一
部

公
園
を
除
き
、
大
多
数
の
公

園
は
、
地
元
の
協
力
で
草
刈

り
等
を
実
施
し
て
い
る
。

　

地
元
で
で
き
る
こ
と
は
地

元
の
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

　
　
孟
宗
竹
（
外
来
種
）
を

始
め
と
す
る
放
置
竹
林
の
解

消
で
景
観
づ
く
り
。

　
　

竹
林
所
有
者
に
は
適
正

な
管
理
を
、
町
は
「
里
山
林

整
備
事
業
」
で
支
援
し
た
い
。

　
　
あ
い
ち
森
と
緑
づ
く
り

税
の
利
用
は
。

　
　
「
森
林
整
備
」や「
里
山

林
保
全
」
等
事
業
の
活
用
に

向
け
県
と
協
議
を
進
め
る
。

　
　
土
地
改
良
に
よ
る
景
観

づ
く
り
。
町
内
の
土
地
改
良

の
進
捗
状
況
。

　
　

約
１
０
５
０
ha
（
町
内

15
地
区
）
が
整
備
さ
れ
た
。

　
　
現
在
進
め
て
い
る
土
地

改
良
。

　
　

宮
津
地
区
と
阿
久
比
・

矢
高
地
区
の
２
地
区
を
計
画

し
て
い
る
。
こ
れ
以
外
の
計

画
地
区
の
予
定
は
な
い
。

問答問答問答 問答

問答問答 問答問答問答

問答問答

問答問答 問答問答
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阿
久
比
町
の
景
観
づ
く
り

里
山
林
整
備
事
業
を
支
援

空
き
家
対
策

空
き
家
等
対
策
計
画
を
作
成

　
　
今
後
の
施
策
。

　
　

今
後
は
、
空
き
家
等
対

策
計
画
を
作
成
す
る
予
定
。

　

ま
た
、
特
定
空
き
家
認
定

の
た
め
、
協
議
会
設
置
に
つ

い
て
も
検
討
し
て
い
る
。

「
特
定
空
家
等
」
と
は

　
法
で
は
、
そ
の
ま
ま
放

置
す
れ
ば
倒
壊
等
著
し
く

保
安
上
危
険
と
な
る
お
そ

れ
の
あ
る
状
態
等
で
、
放

置
す
る
こ
と
が
不
適
切
な

状
態
と
認
め
ら
れ
る
空
家

等
と
さ
れ
て
い
る
。

問答
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